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          令和３年土佐清水市議会定例会１月会議会議録 

第１日（令和３年１月２２日 金曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 審議期間の決定 

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

 日程第４ 議案第１号 令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について 

      議案第２号 土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について 

      （質疑、議案の委員会付託、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第４まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  谷 口 佳 保 君           ２番  弘 田   条 君 

   ３番  武 政 健 三 君           ４番  山 崎 誠 一 君 

   ５番  吉 村 政 朗 君           ６番  作 田 喜 秋 君 

   ７番  岡 本   詠 君           ８番  甲 藤   眞 君 

   ９番  細 川 博 史 君          １０番  前 田   晃 君 

  １１番  浅 尾 公 厚 君          １２番  永 野 裕 夫 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

   な し 

～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          窪内 研介 君    局 長 補 佐          中嶋 由美 君 

  議 事 係 主 幹  佐野  舞 君    主 幹  三木 由記 君 

  主 事  山﨑 立志 君 
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～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
戎井 大城 君 

税 務 課 長 兼 

固定資産評価員 
西原 貴樹 君 

企 画 財 政 課 長 横山 英幸 君 
総 務 課 長 （ 併 ） 

選挙管理委員会事務局長 
中津 健一 君 

危 機 管 理 課 長 倉松 克臣 君 消 防 長 宮上 眞澄 君 

消 防 次 長 兼 

消 防 署 長 
味元 博文 君 健 康 推 進 課 長 山下  育 君 

福 祉 事 務 所 長 井上 美樹 君 市 民 課 長 中津 恵子 君 

まちづくり対策課長 中尾 吉宏 君 観 光 商 工 課 長 二宮 眞弓 君 

 国 立 公 園 ＊ 

 ジオパーク推進課長 
酒井  満 君 

農林水産課長兼 

農業委員会事務局長 
和泉 政彦 君 

水 道 課 長 吉永 敏之 君 じ ん け ん 課 長 早川  聡 君 

特別養護老人ホーム 

し お さ い 園 長 
岡田 旭生 君 収 納 推 進 課 長 谷崎  清 君 

教 育 長 弘田 浩三 君 こども未来課長 伊藤 牧子 君 

生 涯 学 習 課 長 田村 五鈴 君 
教育センター所長兼 

少年補導センター所長 
亀谷 幸則 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（永野裕夫君） 皆さんおはようございます。改めまして、新年明けましておめでとう

ございます。本日より、令和３年通年議会を開会いたします。定刻でございます。 

 ただいまから令和３年土佐清水市議会定例会１月会議を開きます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、「会期の決定」を議題といたします。 

 令和３年土佐清水市議会定例会の会期につきましては、議会運営委員会で御審議を願ってお

りますので、この際、議会運営委員会委員長の報告を求めます。  

 議会運営委員会委員長 谷口佳保君。 

          （議会運営委員会委員長 谷口佳保君登壇） 

○議会運営委員会委員長（谷口佳保君） ただいま議題となっております令和３年土佐清水市
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議会定例会の会期及び審議期間につきましては、１月１５日開催の議会運営委員会におきまし

て審議を重ねた結果、本定例会の会期につきましては、本日から１２月２８日までの３４１日

間とし、１月会議の審議期間につきましては、本日１日と決定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（永野裕夫君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日から１２月２８日までの

３４１日間といたしたいと思います。これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月２８日まで

の３４１日間と決しました。 

 日程第２、「審議期間の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 １月会議の審議期間につきましては、先ほどの議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日

１日といたしたいと思います。これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。よって、１月会議の審議期間は、本日１日と

決しました。 

 日程第３、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、３番武政健三君、４番山崎誠一君を指

名いたします。 

 日程第４、市長提出議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）につ

いて」及び議案第２号「土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について」を

一括議題といたします。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君登壇） 

○市長（泥谷光信君） 本日は、令和３年土佐清水市議会定例会を招集申し上げましたところ、

議員各位におかれましては何かと御多忙の中、御出席を賜り開会の運びとなりましたことを心

から御礼申し上げます。 

 それでは、定例会１月会議の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げますとともに、本会議に

提案させていただきました議案につきまして、その概要を御説明申し上げ、併せて当面の課題

について報告し、議員の皆様及び市民の皆様に御理解と御協力を賜りたいと存じます。 
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 令和３年がスタートしました。１月４日、毎年恒例である全職員を対象とした仕事始め式は、

密を避けるため中止とし、管理職を集め課長会を開催いたしました。 

 新しい年に当たり、新型コロナを乗り越えて未来に希望の持てる１年となるよう、また、職

員一人一人が力を合わせ、目の前の課題を一つ一つ克服していくよう訓示を行ったところであ

ります。 

 全国の新型コロナウイルスの新規感染者数及び重症者数は、年明け以降も過去最多を更新す

るなど、感染拡大の第３波の勢いに歯止めがかからない状況が続いております。 

 改めて、お亡くなりになられた皆様方に心からのお悔やみを申し上げますとともに、医療提

供体制が逼迫し、深刻さを増す中、医療の現場において御尽力いただいている医療従事者の皆

様方に心からの敬意と感謝を申し上げます。 

 そういった中、１月７日、政府は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の１都３県に緊急事態

宣言を再発令しました。期間は１月８日から２月７日までであります。 

 これを受け、翌８日、緊急課長会を開催し、緊急事態宣言のポイントを整理した上で、首都

圏をはじめ感染拡大地域への往来自粛や職員の県外出張原則禁止、新年会など会食の自粛、基

本的な感染症予防策の徹底、新しい生活様式の啓発、市民への注意喚起、ジョン万クーポン第

３弾の中止などを確認。また同時に、感染防止対策本部を立ち上げ、これまで以上に緊張感を

持って対応に当たるよう申し合わせました。 

 さらに、１月１３日には緊急事態宣言の対象地域に、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、

福岡の７府県が追加されることが決定し、翌１４日から宣言対象地域は計１１都府県に拡大さ

れ、再度１４日には緊急課長会を開催し、管理職で情報を共有した上で、これまでの取組の継

続と感染防止策の徹底を指示したところであります。 

 そのような中、国は新型コロナウイルスのワクチン接種の想定スケジュールとして、まず、

アメリカ製薬大手のファイザー社などが承認申請しているワクチンの製造販売について、２月

中旬に承認。２月下旬から同意を得た医療従事者約１万人に接種し安全性を確認。３月中旬に

は新型コロナの診療などに当たる医師や看護師といった医療従事者等に接種。３月下旬から

４月末までをめどに重症化のリスクが高い６５歳以上の高齢者や基礎疾患を有する人を優先接

種。５月頃よりそれ以外の１６歳以上の住民への接種を開始し、７月にかけて接種のピークを

迎えるとの方針を出しておりますが、ワクチン接種に係る実務は市町村が担うこととなってお

ります。 

 しかしながら、準備段階において様々な課題もあり、現在ワクチン接種について、全国知事

会及び全国市長会とともに国への要望活動を強めているところです。特に地方によっては、人

口規模や地理的状況が違う中で接種段階になってワクチンの保管方法などに混乱が生じないよ
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う地方の意見を聴きながら接種体制を整えること。接種の意義や具体的な情報を国民に向けて

早急に周知することなどを要望するとともに、ワクチン接種の実務を担う地方自治体に必要な

情報を速やかに示し、十分な財政支援を行うよう要請しているところです。 

 市としましては、迅速かつ適切にワクチン接種を実施できるよう課題を整理しながら、医師

会など医療機関をはじめ、関係各機関と十分に連携し、ワクチン接種体制の早期の構築を進め

てまいります。 

 土佐清水市では、市民の皆様の御協力により、現在まで１人の感染者も確認されておりませ

んが、引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底と低迷する本市経済の活性化に向け

た施策に全力で取り組んでまいりますので、皆様の御理解、御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、御提案申し上げました各案件につきまして、御説明申し上げます。 

 議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」は、新型コロ

ナウイルス感染症対策に関連するものとして、４事業で4,７２０万8,０００円を補正計上して

おります。 

 まず、「健康」、感染症拡大防止策としまして、選挙の投開票作業時における感染予防のた

め、物品を購入する投開票用感染防止物品購入事業２００万円のほか、図書館感染防止物品購

入事業１５０万円。 

 次に、「継続」、事業所などを支援する経済対策としまして、生活バス路線運行維持費補助

金3,０７０万8,０００円のほか、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの全国一斉一時停止に伴いキ

ャンセルのあった市内宿泊施設に対し補助を行う宿泊施設持続化応援補助金1,３００万円。 

 このほか、昨年１２月会議に補正計上しました地域電子通貨を活用し、5,０００円分のポイ

ントを付与するジョン万満喫クーポン第３弾の実施分である観光客誘客促進事業費補助金につ

いては、緊急事態宣言の再発令により中止することに伴い、1,４８５万円を減額して歳出合計

では3,２３５万8,０００円を補正計上しております。 

 議案第２号は、今後、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始され、万一、健康被害が発

生した場合に対応するため、条例を改正するものです。 

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私からの説明を終わらせていただきます。なお、

細部につきましては所管課長から説明をいたしますので、何とぞ御審議の上、適切な議決を賜

りますようお願い申し上げます。 

 終わりになりますが、新型コロナウイルス感染症による１００年に一度の国難と言われる中、

一日も早くコロナ禍が収束するよう、今後も危機管理の先頭に立ち、全力でコロナ関連対策に

取り組むことをお誓い申し上げて、令和３年土佐清水市議会定例会開会に際しての挨拶とさせ
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ていただきます。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいまから、予算案等に対する内容説明を求めたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。よって、予算案等に対する内容説明を求める

ことに決しました。 

 議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」、説明を求め

ます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君登壇） 

○企画財政課長（横山英幸君） おはようございます。 

 議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」、御説明いた

します。 

 歳出から御説明いたします。 

 補正予算書の１３ページをお願いいたします。 

 ２款１項７目企画振興費、１８節負担金、補助及び交付金、生活バス路線運行維持費補助金 

3,０７０万8,０００円は、高知西南交通が本市と四万十市、宿毛市及び大月町間で運行してい

る路線バスの運行維持費につきまして、本年度事業分の事業費確定に伴い、計上するものであ

ります。本年度につきましては、コロナ禍の中、利用者数及び運賃収入が大幅に減少している

ことから、補助金額が例年より増額となっております。 

 ２款４項１目選挙管理委員会費、１０節需用費、消耗品費２００万円は、今後執行される各

選挙についてはコロナ禍の中で実施されることとなるため、選挙の投開票作業時における感染

防止用物品を購入する費用を計上するものであります。詳細につきましては、予算審議におけ

る事業説明書１ページを御参照願います。 

 ６款１項３目観光振興費、７節報償費1,４８５万円の減額につきましては、１２月補正予算

におきまして、ジョン万満喫キャンペーンの第３弾として、宿泊者に対し１人5,０００円分の

めじかカードを付与し、市内経済の活性化を図ることとしておりましたが、１月に入り１１都

府県に緊急事態宣言が発令されるなど、新型コロナウイルスの第３波の勢いに歯止めがかから

ない状況であることなどを勘案し、ジョン万満喫キャンペーンの第３弾につきましては中止す

ることとしたため、減額するものであります。 
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 １８節負担金、補助及び交付金、宿泊施設持続化応援補助金1,３００万円は、ＧｏＴｏトラ

ベルキャンペーンの全国一斉一時停止により、市内の宿泊施設では年末以降に予約キャンセル

が相次ぎ大変厳しい状況にあるため、宿泊施設に対し、キャンセル１人当たり2,０００円の補

助を行う費用を計上するものであります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書

２ページを御参照願います。 

 ９款４項３目図書館費、１０節需用費、消耗品費１６万9,０００円、１７節備品購入費、機

械器具費１３３万1,０００円の計１５０万円は、不特定多数の方々が利用する図書館の感染予

防対策として、本を除菌・消毒する機器等を購入する費用を計上するものであります。詳細に

つきましては、予算審議における事業説明書３ページを御参照願います。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 １２ページをお願いいたします。 

 １８款１項３目財政調整基金繰入金3,２３５万8,０００円につきましては、本補正予算の財

源として計上するものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,２３５万8,０００円 

を追加し、歳入歳出予算の総額は１３２億3,９２６万3,０００円となります。 

 以上で、議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」の説

明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第２号「土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例

の制定について」、説明を求めます。 

 総務課長。 

          （総務課長 中津健一君登壇） 

○総務課長（中津健一君） おはようございます。今会議に御提案申し上げました案件につき

まして、議案つづりにより御説明いたします。 

 議案つづりをお願いいたします。 

 議案第２号「土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について」、議案つづ

り２から４ページです。 

 本議案につきましては、予防接種法及び結核予防法において、市町村長等の行う予防接種に

より、万一、健康被害が発生した場合、当該健康被害への対応は市町村長等においてなされる

もので、健康被害と予防接種の因果関係について厚生労働大臣の認定を受けるためには予防接

種健康被害調査委員会の調査報告が必要と規定されていることから、万一、健康被害が発生し
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た場合に対応するため、条例を制定するものであります。 

 以上につきまして、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、予算案等に対する内容説明を終わります。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 この際、各位にお願いいたします。 

 議案第１号及び第２号については、所管の委員会に付託し、審議を願うことになっておりま

すので、この点、十分お含みの上、質疑なされますよう特にお願いいたします。 

 なお、１月会議における質疑につきましては通告制を取っておりませんので、発言のある方

は自席でお願いいたします。 

 質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１号及び第２号については、議案付託表のとおり、予

算決算常任委員会及び産業厚生常任委員会にそれぞれ付託いたします。 

 なお、委員会は本日中に審査を終了されますよう、特に御配慮をお願いいたします。 

 この後、直ちに予算決算常任委員会を開催し、同委員会終了後、産業厚生常任委員会を開催

いたします。委員会審査につきまして、よろしくお願いいたします。 

 それでは、この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時２４分   休  憩 

          午後 ２時０５分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 ただいまから、予算決算常任委員会の審査結果について報告を求めます。  

 予算決算常任委員会委員長 山崎誠一君。 

          （予算決算常任委員会委員長 山崎誠一君登壇） 

○予算決算常任委員会委員長（山崎誠一君） 予算決算常任委員会審査経過の概要と結果を報

告いたします。 

 令和３年土佐清水市議会定例会１月会議で付託を受けました事件について、その審査の概要

と結果について報告いたします。 

 １、議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」  

 （１）歳入については、特に意見もなく了承いたしました。  

 （２）歳出のうち２款１項７目企画振興費、生活バス路線運行維持費補助金について  

 委員から、新型コロナの影響で補助額が増えたとのことだが、事業所の運賃収入自体はどの
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程度減少しているかとの質疑に対し、執行部の説明によりますと、令和元年１０月から令和

２年９月までの本市に関係する路線で1,１００万円程度の減額となっているとのことでありま

す。 

 また委員から、事業所の運賃収入の推移はどのようなのかとの質疑に対し、執行部の説明に

よりますと、新型コロナの影響により本年度は特に減少し、生活バス路線の補助金額は昨年度

まで毎年増額傾向であり、事業所の運賃収入が減少傾向にあるとのことであります。 

 さらに委員から、前年度と比較して補助金の増加額はとの質疑に対し、執行部から、

４４９万7,０００円増加しているとの説明があり、了承いたしました。 

 同じく、歳出のうち６款１項３目観光振興費、宿泊施設持続化応援補助金について、委員か

ら、非常にいい事業だと思う。キャンセルを１人当たり2,０００円補助するとのことだが、

2,０００円の根拠及び現在のキャンセル数についての質疑に対し、執行部の説明によりますと、

根拠については本市の宿泊消費額が１万1,６００円となっており、国からの補助事業によりそ

の半額が補助されることから、さらに、その半分相当ということを根拠としている。また、キ

ャンセル数については土佐清水市観光協会の状況調査によると、本年１月１１日現在で約

6,０００人となっているとのことであります。 

 また委員から、キャンセルに係るカウント方法は宿泊施設からの自己申告によるものかとの

質疑に対し、執行部の説明によりますと、ファクスなど旅行代理店からの文書での通知を確認

するほか、それぞれの宿泊所で作成しているカルテなど予約状況の写しをもって確認するとの

ことであります。 

 さらに委員から、２０１８年の新聞報道では、足摺岬釣鰤組合が足摺岬旅館組合とタイアッ

プして誘客事業を行い、団体客集客に寄与したとの記事があった。現在の状況を受け、こうい

うところに寄り添う形で拾い上げていく補助の体制ができないものかとの意見があり、執行部

から、宿泊関連や食材を提供する業者などへの支援も考えたが、制度設計が難しいものがある。

飲食店においても、食材を提供している業者や時短によって補助を受けている飲食店もあれば、

その対象とならない喫茶店や食堂もあり格差が生じている。今、政府では第３次の補正予算を

詰めており、地方創生臨時交付金も交付されるようなので、予算の内容を確認しながら宿泊関

連者、飲食関連者など、コロナによって厳しい状況にある業者について何とか支援できる方法

を考えていきたいとの説明がありました。 

 委員から、今回の補助金制度はダイレクトに宿泊施設を少しでも助けていきたいという事業

だと思う。現在、国・県によるいろいろな補助制度があるが、その対象とならず漏れている業

者なども結構あると思うので、今後の取組を要請いたしました。 

 委員から、ＧｏＴｏトラベル事業の一時停止により、１２月補正のジョン万クーポン第３弾
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を取りやめて、宿泊施設持続化応援補助金を行うとのことだが、１２月補正では報償金として

1,５００万円、補助金として１０９万4,０００円、合計1,６０９万4,０００円を予算化してい

るので、同クーポン事業中止によるものであれば、1,６０９万4,０００円を全て減額して行う

のではないかとの質疑に対し、執行部から、予算計上時には補助金として事務費も含めて計上

していたが、今回の減額は一部を残している。事務費については観光協会の補助金となってお

り、予約の事務など一部事務に携わっており、これに加えて既に予約を受付したものが数件あ

り、この分については予定どおり事業を執行することとしており、それ以外の経費を減額した

との説明があり、了承いたしました。 

 以上のとおり、当委員会が付託を受けました事件について、採決の結果、全会一致により、

原案のとおり可決いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 次に、産業厚生常任委員会の審査結果について報告を求めます。  

 産業厚生常任委員会委員長 武政健三君。 

          （産業厚生常任委員会委員長 武政健三君登壇） 

○産業厚生常任委員会委員長（武政健三君） 産業厚生常任委員会審査経過の概要と結果報告

をさせていただきます。 

 令和３年土佐清水市議会定例会１月会議で付託を受けました事件について、その審査の概要

と結果について報告いたします。 

 １、議案第２号「土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について」 

 執行部の説明によりますと、予防接種は感染症を防ぐ上で重要なものだが、極めてまれに健

康被害の発生がみられる。市が行う予防接種において健康被害があった際は、接種したワクチ

ンによるものかどうか個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合、治療

費や障害年金などの給付が受けられることとなっている。  

 新型コロナウイルスワクチンの接種については市が実施主体となり、今後接種を行う予定で、

国から健康被害発生時の救済の申請受付、給付への体制を整えるよう通知も発出されている。

健康被害発生の速やかな対応のため、予防接種健康被害調査委員会設置条例を制定するもので、

健康被害発生時の手続としては、市の予防接種健康被害調査委員会において調査・審議し、最

終的に国が設置する疾病・障害認定審査会で給付の可否が決定されることとなるとのことであ

ります。 

 委員から、市が行う予防接種に関連してだと思うが、コロナの影響で全国的な流れの中での

条例制定になるのかとの質疑に対し、執行部の説明によりますと、これまでも市は予防接種を

実施しており、条例制定はせずに、その都度、県と連携し対応する形を取っていた。今回、全
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国的に大規模な予防接種となることから、国からも市町村に対し対応を求める通知も届いてお

り、あらかじめ体制を整備できるよう条例を制定するものとのことであります。  

 また、委員から、国からの要請もあったとのことだが、条例制定により今までとの違いは何

かあるのかとの質疑に対し、執行部から、健康被害はめったにないため、何かあったときには

その都度、県と対応することとしており、県内でも条例等を制定していたのは８市町程度とな

っている。今回はどのような健康被害や副反応があるかも分からない中、突然の事例に慌てな

いよう、まず条例できちんと対応を決めるために制定するもので、これまでと対応が異なるこ

とはない。市民の健康と命に関わることとして条例を制定するものとの説明があり、了承いた

しました。 

 以上のとおり、当委員会が付託を受けました事件について、採決の結果、全会一致により、

原案のとおり可決いたしました。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） 以上で議案に関する委員会の審査結果の報告は終わりました。  

ただいまから委員長報告に対する質疑に入ります。 

 予算決算常任委員会委員長は、委員長席に御着席を願います。 

 予算決算常任委員会委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。委員長は自席にお戻りください。 

 次に、産業厚生常任委員会委員長は、委員長席に御着席を願います。 

 産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。委員長は自席にお戻りください。 

 ただいまから討論に入ります。討論の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 ただいまから採決に入ります。 

 議案第１号「令和２年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」を採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は、御起立または挙手を願います。  

          （賛成者起立・挙手） 

○議長（永野裕夫君） 起立・挙手全員であります。よって、議案第１号は、原案のとおり可
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決されました。 

 次に、議案第２号「土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例の制定について」を採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は御起立または挙手願います。  

          （賛成者起立・挙手） 

○議長（永野裕夫君） 起立・挙手全員であります。よって、議案第２号は、原案のとおり可

決されました。 

 ただいま、市議会議案第１号「土佐清水市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 この際、市議会議案第１号を日程に追加し議題といたしたいと思います。これに御異議の方

はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、市議会議案第１号を日程に追加し議題とすることに決しました。  

 市議会議案第１号を議題といたします。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。  

 １番、谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君登壇） 

○１番（谷口佳保君） 市議会議案第１号「土佐清水市議会委員会条例の一部を改正する条例

の制定について」、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、令和２年土佐清水市議会定例会１２月会議におきまして、収納推進課の業務を税務

課へ再編する「土佐清水市課設置条例の一部を改正する条例の制定について」が全会一致で可

決され、本年４月１日から施行することとされております。 

 これに伴い、委員会条例につきましても、第２条に規定する総務文教常任委員会の所管のう

ち収納推進課の所管に関する事項を削るほか、所要の改正を行うものであります。 

 御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  

○議長（永野裕夫君） 提案理由の説明は終わりました。 

 ただいまから質疑に入ります。質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 
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 市議会議案第１号については、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。これに御異議の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、市議会議案第１号は委員会の付託を省略することに決しました。  

 ただいまから討論に入ります。討論の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 ただいまから採決いたします。 

 市議会議案第１号について、原案に賛成の方は御起立または挙手願います。  

          （賛成者起立・挙手） 

○議長（永野裕夫君） 起立・挙手全員であります。 

 よって、市議会議案第１号は原案のとおり可決されました。  

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  

 この際、執行部の挨拶を許します。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君登壇） 

○市長（泥谷光信君） どうもお疲れさまでした。閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 １月会議に提案いたしました議案につきましては、全議員の賛成で全て可決いただきました。

心から御礼を申し上げます。 

 御承知のとおり、国内における感染者は、ついに１月１３日の時点で累計が３０万人を超え

ました。昨年１月１６日に初めて感染者が確認されてから９か月余りが経過した１０月２９日

に１０万人を突破し、その後も約１か月間で５万人、さらに約３週間で５万人増加するととも

に、１２月２１日には２０万人に達しましたが、第３波による拡大ペースはますます速まり、

この僅か３週間で約１０万人増加したことになります。  

 緊急事態宣言が発令された直後の３連休や直近の休日にも、残念ながら人出は減らなかった

との報道もありました。連日にわたり、感染者数や重症者数は過去最多を更新するなど、収束

の兆しさえ見通せない厳しい状況にあります。このことは決して他人事ではありません。今こ

そ全ての国民が自分の大切な命、御家族の大切な命を守るよう、心を一つにするときではない

でしょうか。 

 市といたしましては、今後におきましても基本的な感染症予防策の徹底はもとより、かつて

ないほどの規模となるワクチン接種事業について、国・県・市がこれまで以上に連携を密にし
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て、ワクチン接種体制などをしっかりと構築した上で、コロナ禍の収束に向け全力で取り組ん

でまいりますので、議員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 最後になりますが、寒い日が続きますので、くれぐれも体調管理には留意され、この新しい

年における皆様方の御健康と御健勝、併せて市勢発展のため御奮闘いただきますよう、心から

お願い申し上げまして、散会の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） 以上をもちまして、令和３年土佐清水市議会定例会１月会議を終了い

たします。 

 本日の会議は、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

          午後 ２時２５分   散  会 
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